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の要請等、新型インフルエンザ等発生時に個人や事業者を対象に実施される可

能性のあるまん延防止対策について理解の促進を図る。 
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（２）初動期 

新型インフルエンザ等が発生した際に、まん延防止対策の適切かつ迅速な実施によ

り、感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供体制等の整備を図るための時間

を確保するとともに、ピーク時の受診患者数、入院患者数等を減少させ、確保した医

療提供体制で対応可能となるようにする。このため、市内でのまん延防止やまん延時

に迅速に対応できるよう準備等を行う。 

 

2-1 市内でのまん延防止対策の準備 

市は、市内におけるまん延に備え、業務継続計画に基づく対応の準備を行う。 
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（３）対応期 

新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延防止

対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、市民の生命及び健康を保護する。その

際、市民生活や社会経済活動への影響も十分考慮する。 

また、準備期で検討した指標やデータ等を活用しながら、緊急事態措置をはじめと

する対策の効果と影響を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に対策を切り替え、感染拡

大の防止と、社会・経済活動の両立を目指す。 

 

3-1  まん延防止対策の内容 

対応期の初期段階では、未知のウイルスに対応するため、社会活動による対応と

市民の行動抑制を通じて感染拡大を抑え、流行のピークを遅らせる。 

なお、本市は東京都に隣接しており、通勤・通学等により人の往来が平時から活

発である。人の往来を通じて市内に感染が拡大することも想定される。まん延防止

対策を講ずる際には、市民生活・社会経済活動への影響も十分考慮するとともに、

そのような本市の地域特性も十分踏まえるものとする。 

 

3-2  外出等に係る注意喚起 

市は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の

感染リスクが高まる場所等への不要不急の外出や、都道府県間の移動について、不

要不急の外出をしないこと等の注意喚起を行う。 

 

3-3  基本的な感染対策に係る要請等 

市は、市民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い等の基本的な

感染対策、人混みを避けること、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の活用等

の取組を勧奨する。 
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3-4  事業者や学校等に対する営業時間の変更や休業要請等 

市は県と連携して、必要に応じ、まん延防止等重点措置として、措置を講ずる必

要があると認める業態に属する事業を行う者に対する営業時間の変更の要請を行

う。 

また、緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は

当該施設を使用して催物を開く者（以下、「施設管理者等」という。）に対する施設

の使用制限（人数制限や無観客開催）や停止（休業）等の要請を行う。 

 

3-5  事業者や学校等に対するまん延の防止のための措置の要請 

市は県と連携して、必要に応じ、まん延防止等重点措置や緊急事態措置による要

請の対象事業者や施設管理者等に対し、従業員に対する検査勧奨その他の新型イン

フルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置を講ずることを要請する。 

 

3-6  その他の事業者に対する要請 

① 市は県と連携して、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請する

とともに、従業員に基本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底することについて協

力要請する。 

また、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること、

出勤が必要な者以外のテレワーク、こどもの通う学校等が臨時休業等をした場合

の保護者である従業員への配慮等について協力要請する。 

② 市は県と連携して、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、

多数の者が居住する施設等を管理する者に対し、感染対策を強化するよう要請

する。 

③ 市は県と連携して、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リ

スクが高まる場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対策の徹

底や、人数制限等、安全性を確保するための計画策定等を要請する。 

④ 市は県と連携して、必要に応じ、市民等に対し、感染のリスクが高まっている

国・地域への出張の延期・中止を呼び掛ける。 

⑤ 市は県と連携して、県内事業者や各業界における自主的な感染対策を促す。 
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3-7  学級閉鎖・休校等の要請 

市は県と連携して、感染状況、病原体の性状（病原性、感染力、遺伝子型等）等

を踏まえ、必要に応じ、学校・保育施設等における感染対策の実施に資する情報提

供・共有を行うとともに、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に基づく臨時

休業（学級閉鎖、学年閉鎖、又は休校）等を、地域の感染状況等に鑑み適切に行う

よう学校の設置者等に要請する。 

 

3-8  公共交通機関に対する要請 

市は県と連携して、公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼び

掛け等、適切な感染対策を講ずるよう要請する。 

 

3-9  緊急事態措置の実施に関する要請 

市は、り患した際の重症化等のリスクが非常に高く、大多数の市民の生命や健康

に影響を与えるおそれがあると判断した場合には、県に対し、緊急事態措置の実施

に関し必要な要請をする。 

 

3-10  こどもや若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合 

こどもや高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやすい傾向

がある等、特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高い場合は、その

グループに対する重点的な感染症対策を検討する。 

例えば、こどもが感染・重症化しやすい場合については、学校や保育所等におけ

る対策がこどもに与える影響にも留意しつつ、対策を実施するとともに、保護者や

同居者からの感染リスクにも配慮した対策を講ずる。また、こどもの生命と健康を

守るため、地域の感染状況等に応じて、学級閉鎖や休校等の要請を行う。それでも

地域の感染状況が改善せず、こどもの感染リスク及び重症化リスクが高い状態にあ

る場合等においては、学校施設等の使用制限等を講ずることにより、学校等におけ

る感染拡大を防止することも検討する。 
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3-11  ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

ワクチンや治療薬の開発や普及によって、感染拡大に伴うリスクが低下したと認

められる場合は、強度の低いまん延防止対策を実施しつつ、特措法によらない基本

的な感染症対策への速やかな移行を検討する。 

   

3-12  特措法によらない基本的な感染症対策への移行期 

市は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必要に応じ次の感染症

危機に備えた対策の改善等を行う。 
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４ ワクチン 

ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、国民の健康を守

るとともに、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療提供体制が

対応可能な範囲内に収めることは、新型インフルエンザ等による健康被害や社会経済

活動への影響を最小限にとどめることにつながる。そのため、関係機関は、国や県の

方針に基づき、迅速に接種を進めるための体制整備を連携して行う。 

 

（１）準備期 

新型インフルエンザ等の発生時に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市

民の社会経済活動に及ぼす影響が最小となるようにするため、国や県の方針を踏まえ、

新型インフルエンザ等に対応したワクチンを迅速に供給の上、円滑な接種が実施でき

るよう、平時から着実に準備を進める。 

 

1-1  登録事業者の登録に係る周知 

市は、特定接種に係る事業者の要件や登録手続について、国が行う県内事業者に

対する周知に協力する。 

 

1-2  登録事業者の登録 

市は、国の定める基準に該当する事業者を登録事業者として登録する手続につい

て、必要に応じ、国に協力する。 

 

1-3 接種体制の構築 

① 市は、医療従事者の確保、接種の優先順位の考え方等について、医療現場の過度

の負担とならないよう国に求めるとともに、国の整理を踏まえつつ、医師会、歯

科医師会、薬剤師会、看護協会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、

資材等を含めた接種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。 
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② 市は、以下の「予防接種に必要となる可能性がある資材」の表を参考に、平時か

ら予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認を行い、必要な場合に速やか

に確保できるよう準備する。 

 

予防接種に必要となる可能性がある資材 

【準備品】  【医師・看護師用物品】  

□消毒用アルコール綿  

□トレイ  

□体温計  

□医療廃棄物容器、針捨て容器  

□手指消毒剤  

□救急用品  

接種会場の救急体制を踏まえ、必要な物品を準備

すること。 

代表的な物品を以下に示す。  

・血圧計等  

・静脈路確保用品  

・輸液セット  

・生理食塩水  

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗けいれ

ん剤、副腎皮質ステロイド剤等の薬液  

□マスク  

□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ）  

□使い捨て舌圧子  

□膿盆  

□聴診器  

□ペンライト  

【文房具類】 

□ボールペン（赤・黒）  

□日付印  

□スタンプ台  

□はさみ 

【会場設営物品】 

□机  

□椅子  

□スクリーン  

□延長コード  

□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤  

□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫  

□耐冷手袋等 

 

 

1-4 ワクチンの供給体制 

市は、実際にワクチンを供給するに当たっては、事前に配送事業者の把握をするほ

か、医療機関単位のワクチン分配量を決定する必要もあることから、ワクチンの供給

量が限定された状況に備え、ワクチンの供給量に応じた医療機関ごとの分配量を想定

しておく。 
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1-5  特定接種 

市は、特定接種の対象となる新型インフルエンザ等対策の実施に携わる市職員等に

対し、集団的な接種を原則とした速やかな特定接種が実施できるよう、接種体制を構

築する。 

 

1-6  住民接種 

予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）第６条第３項の規定による予防接種の実施

に関し、平時から、以下のとおり迅速な予防接種等を実現するための準備を行う。 

① 市は、国又は県の協力を得ながら、市内に居住する者に対し、速やかにワクチン

を接種するための体制の構築を図る。 

② 市は、円滑な接種の実施のため、国が構築するシステムを活用して全国の医療

機関と委託契約を結ぶ等、本市以外における接種を可能にするよう取組を進め

る。 

③ 市は、接種を希望する市民が速やかに接種を受けられるよう、医師会等の医療

関係者や学校関係者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場

所、接種の時期の周知・予約等の接種の具体的な実施方法について準備を進める。 

 

1-7 情報提供・共有 

市は、予防接種の意義や制度の仕組み等、予防接種やワクチンへの理解を深める

啓発を行うとともに、新型インフルエンザ等対策におけるワクチンの役割や有効性

及び安全性、供給体制・接種体制、接種対象者、接種順位の在り方等の基本的な情

報について、国とともにウェブサイトや SNS 等を通じて情報提供・共有を行い、市

民等の理解促進を図る。 

 

1-8  ＤＸの推進 

市は、国のシステム基盤等を活用し、予防接種事務や記録等の共有を迅速かつ正

確に行うことができるよう、平時から体制を構築する。 
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（２）初動期 

国や県の方針に基づき、接種体制等の必要な準備を進める。 

 

2—1  接種体制の準備  

市は、国が示す新型インフルエンザ等に対する特定接種又は住民接種に関する実

施方法、ワクチンの供給量、必要な資材等、接種の対象者・実施方法及び必要な予

算措置等に関する情報提供に基づき、接種体制の立ち上げに向け必要な準備を行う。  

 

2-2  接種体制 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び医療機関等の協力を得なが

ら、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等接種体制の構築を行う。 

 

2-3  接種に携わる医療従事者の確保に係る検討 

市は、予防接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者や医療関係団

体に対して必要な協力を要請又は指示を行う。 
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（３）対応期 
国や県の方針に基づき、構築した接種体制に基づき接種を希望する市民が迅速に接

種を受けられるようにするとともに、ワクチンを接種したことによる症状等について

も適切な情報収集を行う。また、実際の供給量や医療従事者等の体制等を踏まえ関係

者間で随時の見直しを行い、柔軟な運用が可能な体制を維持する。 

 

3-1  接種体制 

① 市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び医療機関等の協力を得な

がら、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。 

  また、国が定めるワクチン接種の優先順位を踏まえ、医療従事者やエッセンシ

ャルワーカー等に対する接種を迅速かつ確実に実施する。 

② 市は、新型インフルエンザ等の流行株が変異し、国により追加接種の実施が判

断された場合についても、混乱なく円滑に接種が進められるよう、国及び医療機

関と連携して、接種体制の継続的な整備に努める。 

 

3-2  特定接種 

市は、国や県と連携し、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる市職員等のう

ち、あらかじめ接種対象者と決定した者に対し、原則、集団的な接種を行うことを

基本として、本人の同意を得て特定接種を行う。 

 

3-3  住民接種の接種順位の決定 

国による接種の順位に係る基本的な考え方に基づき、医療関係団体と協議の上、

接種対象者の優先順位付けを行なう。 

 

3-4  予防接種の準備 

市は、国や県と連携し、発生した新型インフルエンザ等の特徴を踏まえ、国が定

める接種順位に従い予防接種を実施するための準備を行う。 
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3-5  予防接種体制の構築 

市は、接種を希望する市民が速やかに接種を受けられるよう、準備期及び初動期

に整理・構築した接種体制に基づき、具体的な接種体制の構築を進める。 

 

3-6  接種に関する情報提供・共有 

市は、予約受付体制を構築し、接種を開始するとともに、市民に対し、接種に関

する情報提供・共有を行う。 

 

3-7  接種体制の拡充 

市は、感染状況を踏まえ、必要に応じて公的な施設を活用する等、医療機関以外

の接種会場の増設等を検討する。 

また、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接種が困難な者が接種を受けられ

るよう、福祉部局等や医師会等の関係団体と連携し、接種体制を確保する。 

 

3-8  接種記録の管理 

市は、接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよう、また、接種を受けた者が当

該接種に係る記録を閲覧できるよう、準備期に国が整備したシステムを活用し、接

種記録の適切な管理を行う。 

 

3-9 ワクチンの安全性に係る情報の収集及び提供 

市は、ワクチンの安全性について、国において収集・整理される情報や、医療機

関等からの予防接種後の副反応疑い報告で得られる情報、最新の科学的知見、海外

の動向等の情報に基づき、安全対策について市民等へ適切な情報提供・共有を行う。 

 

3-10  健康被害に対する速やかな救済 

市は、国の協力を得ながら、国から予防接種の実施により健康被害が生じたと認

定された者について、速やかに救済を受けられるように、制度の周知を徹底する。 
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3-11 情報提供・共有 

市は、国と連携し、予防接種の意義や制度の仕組み等予防接種やワクチンへの理

解を深めるための啓発を行うとともに、接種スケジュール、使用ワクチンの種類、

有効性及び安全性、接種時に起こりうる副反応の内容やその頻度、副反応への対処

方法、接種対象者や接種頻度、副反応疑い報告及び健康被害救済制度等の予防接種

に係る情報について積極的にリスクコミュニケーションを行う。 

なお、市民が正しい情報に基づいて接種の判断を行えるよう、科学的根拠に基づ

く情報発信の徹底に努める。 
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５ 保健 

市は、効果的な新型インフルエンザ等対策を実施するため、平時から情報収集体制

や人員体制の構築、新型インフルエンザ等の発生時に優先的に取り組むべき業務の整

理、ICT の活用等を通じた業務効率化・省力化を行いながら、地域における新型イン

フルエンザ等対策を推進する。 

 

（１）準備期  

市は、感染症の発生情報や地域における医療の提供状況等の情報等を収集する体制

を平時から構築する。また、感染症危機発生時に備えた、感染症危機に対する迅速か

つ適切な対応ができるよう、物品の備蓄等を行うことにより、有事に保健センターが

感染症対策のみならず、感染拡大時にも感染症危機対策を継続して実施できるよう、

その機能を果たすことができるようにする。 

その際、市の本庁と保健センター等の役割分担や業務量が急増した際の両者の連携

と応援や受援の体制等、役割分担を明確化するとともに、それらが相互に密接に連携

できるようにする。 

 

1-1  連携体制の構築 

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時から保健所や、消防機関等の関

係機関、医師会等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化する。 

また、新型インフルエンザ等がまん延し、保健所の業務量が増大する場合を想定

し、市の保健師の派遣を行うなどの体制を整備する。 

 

1-2  地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション  

① 市は、感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策（換気、マスク着用等

の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）、感染症の発生状況等の情報、新

型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等その対策等につい

て、国・県から提供された情報や媒体を活用しながら、地域の実情に応じた方法

で、市民に対して情報提供・共有を行う。また、市民からの相談体制の整備方法、
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リスクコミュニケーションの在り方等について、あらかじめ検討を行い、有事に

速やかに感染症情報の市民への情報提供・共有体制を構築できるようにする。  

② 市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である市民等と可能な限り双

方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に行う

ことができるよう、市民等が必要とする情報を把握し、更なる情報提供・共有に

活かす方法等を整理する。  

③ 市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属

機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任

を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げになること等

について啓発する。  

④ 市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自

由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者に対しても、有事に適時適切に

情報共有ができるよう、平時における感染症情報の共有においても適切に配慮

する。  
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（２）初動期 

初動期は市民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進めるこ

とが重要である。 

市行動計画に基づき、有事体制への移行準備を進め、新型インフルエンザ等に係る

発生等の公表後に迅速に対応できるようにする。 

 

2-1  連携体制の構築 

市は、新型インフルエンザ等の発生の公表後に備え、保健所や、消防機関等の関

係機関、医師会等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化する。 

 

2—2 市民への情報提供・共有の開始  

市は、国・県が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の市民への周知、

Ｑ＆Ａの公表、市民向けの相談体制の整備を通じて、市民に対する速やかな情報提

供・共有体制を構築するとともに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク

情報とその見方や対策の意義を共有する。  
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（３）対応期 

新型インフルエンザ等の発生時に、準備期に整理した医療機関等との役割分担・連

携体制に基づき、市が求められる業務に必要な体制を確保してそれぞれの役割を果た

すとともに、地域の関係機関が連携して感染症危機に対応することで、市民の生命及

び健康を保護する。 

その際、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状況

等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする。 

 

3-1 主な対応業務の実施 

市は、準備期に整備・整理した業務体制や役割分担等に基づき、県と相互に連携

するとともに、以下に記載する感染症対応業務を実施する。 

 

3-2  経過観察及び生活支援 

① 市は、県が実施する健康観察に協力する。 

② 市は、県から当該患者やその濃厚接触者に関する情報等の共有を受けて、県が

実施する食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生活を営むために必

要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に協力する。 

  また、県が実施する必要なサービスの提供等が行き届かない場合には、市独自

での、当該患者やその濃厚接触者への生活支援及びパルスオキシメーター等の

物品の支給等、サービスの提供を検討し実施する。 

 

3-3 保健所への協力体制の構築 

市は、新型インフルエンザ等がまん延し、保健所の業務がひっ迫した場合には、

県からの要請に応じて、市の保健師を派遣するなど、保健所への協力体制を構築す

る。 
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3-4  相談対応 

市は、有症状者等からの相談に対応する相談体制を強化し、感染したおそれのあ

る者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク等を踏まえ、必要

に応じ、県の相談センターまたは発熱外来の紹介を行う。 

 

3-5 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

① 市は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等に関する情報や

発生時に取るべき行動等、新型インフルエンザ等の対策等について、市民等の理

解を深めるため、分かりやすく情報提供・共有を行う。 

② 市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自

由な方等といった、情報発信に当たって配慮が必要な方のニーズに応えられる

よう、工夫して感染症対策や各種支援策の周知・広報を行う 
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６ 物資 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延するおそれがあ

り、感染症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策物資等の不足に

より、検疫、医療、検査等の円滑な実施が滞り、市民の生命及び健康への影響が生じ

ることを防ぐことが重要である。このため、感染症対策物資等が医療機関を始めとす

る関係機関で十分に確保されるよう、平時から備蓄等の推進や円滑な供給に向けた対

策等を講ずることが重要である。 

市は、平時から国の方針に基づき、個人防護具や感染症対策物資等の備蓄を進める。 

 

（１）準備期 ～ 初動期  

感染症対策物資等は、有事に、検疫、医療、検査等を円滑に実施するために欠かせ

ないものである。そのため、市は、感染症対策物資等の備蓄の推進等の必要な準備を

適切に行うことにより、有事に必要な感染症対策物資等を確保できるようにする。 

 

1-1  感染症対策物資等の備蓄 

① 市は、行動計画又は業務計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型イン

フルエンザ等対策の実施に必要な感染症対策物資等を備蓄するとともに、定期

的に備蓄状況等を確認する。なお、上記の備蓄については、災害対策基本法（昭

和 36 年法律第 223 号）第 49 条の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ね

ることができる。 

② 市は、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえて個人防護具及び感染症対策物

資等を備蓄する。  
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（２）対応期  

感染症対策物資等の不足により、検疫、医療、検査等の実施が滞り、市民の生命及

び健康への影響が生じることを防ぐことが重要である。市は、初動期に引き続き、県

と連携して必要な感染症対策物資等を確保及び備蓄状況の確認を行う。 

 

2-1  感染症対策物資等の備蓄状況等の確認 

市は、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・

配置状況を随時確認する。 

 

2-2 備蓄物資等の供給に関する相互協力 

市は、インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不足するとき

は、県と連携して近隣の地方公共団体や指定地方公共機関等の関係各機関が備蓄す

る物資及び資材を互いに融通する等、物資及び資材の供給に関し相互に協力するよ

う努める。 
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７ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、

市民生活及び市民の社会経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。このため、市は、

新型インフルエンザ等の発生時に備え、事業者や市民等に必要な準備を行うことを推

奨する。また、指定地方公共機関は、業務計画の策定等の必要な準備を行う。 

新型インフルエンザ等の発生時には、市は、市民生活及び市民の社会経済活動の安

定の確保に必要な対策や支援を行う。また、事業者や市民等は、平時の準備を基に、

自ら事業継続や感染防止に努める。 

 

（１）準備期  

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、

新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置の実

施により、市民生活及び市民の社会経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。 

市は、自ら必要な準備を行いながら、事業者や市民等に対し、適切な情報提供・共

有を行い、必要な準備を行うことを推奨する。 

また、指定地方公共機関及び登録事業者は、新型インフルエンザ等の発生時におい

て、新型インフルエンザ等対策の実施や自らの事業を継続することにより、市民生活

及び市民の社会経済活動の安定に寄与するため、業務計画の策定等の必要な準備を行

う。 

これらの必要な準備を行うことで、新型インフルエンザ等の発生時に市民生活及び

市民の社会経済活動の安定を確保するための体制及び環境を整備する。 

 

1-1 情報共有体制の整備 

市は、新型インフルエンザ等の発生時に、市民生活及び市民の社会経済活動への

影響に関する情報収集を行うため、国や県との情報共有体制を整備する。 

また、市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、庁内及び関係機関との

連携のため、必要となる情報共有体制を整備する。 
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1-2  支援の実施に係る仕組みの整備 

市は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続や支援金等の

給付・交付等について、DX を推進し、適切な仕組みの整備を行う。その際は、高齢

者やデジタル機器に不慣れな方々、外国人等も含め、全ての支援対象に対して迅速

に情報が届くようにすることに留意する。 

 

1-3  物資及び資材の備蓄等 

① 市は、行動計画に基づき、備蓄している感染症対策物資等のほか、その所掌事

務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、必要な食料品や

生活必需品等を備蓄する。なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第 49

条の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。 

② 市は、事業者や市民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消

毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを市民等に推奨す

る。 

 

1-4  生活支援を要する者への支援等の準備 

市は、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢者、障害者等の要配慮者等

への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等に

ついて、県と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続を決める。 

 

1-5  火葬能力等の把握、火葬体制の整備 

市は、県と連携し、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等につ

いての把握・検討を行い、火葬又は埋葬を円滑に行うための体制を整備する。 
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（２）初動期 

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や

市民等に、事業継続のための感染対策等の必要となる可能性のある対策の準備等を呼

び掛ける。また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、速やかに所要の対応を

行い、市民生活及び市民の社会経済活動の安定を確保する。 

 

2-1  事業継続に向けた準備等の勧奨 

① 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染の可能性のある者との接触機

会を減らす観点から、必要に応じて事業者に対し、従業員の健康管理を徹底する

とともに、感染が疑われる症状が見られる従業員等への休暇取得の推奨、オンラ

イン会議等の活用、テレワークや時差出勤の推進等の感染拡大防止に必要な対

策等の準備をするよう勧奨する。 

② 市は、必要に応じ、新型インフルエンザ等の発生に備え、事業者に対し、自ら

の業態を踏まえ、感染拡大防止に必要な対策等の準備をするよう勧奨する。 

 

2-2 生活関連物資等の安定供給に関する市民等及び事業者への呼び掛け 

市は、市民等に対し、生活関連物資等の購入に当たっての消費者としての適切な

行動を呼び掛けるとともに、事業者に対しても、生活関連物資等の価格が高騰しな

いよう、また買占め及び売惜しみを生じさせないよう要請する。 

 

2-3  遺体の火葬・安置 

市は、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、一時的に遺

体を安置できる施設等の確保ができるよう準備を行う。 
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（３）対応期 

市は、準備期での対応を基に、市民生活及び市民の社会経済活動の安定を確保する

ための取組を行う。また、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延

の防止に関する措置により生じた影響を緩和するため、必要な支援及び対策を行う。

指定地方公共機関及び登録事業者は、新型インフルエンザ等の発生時において、新型

インフルエンザ等対策の実施や自らの事業を継続することにより、市民生活及び市民

の社会経済活動の安定の確保に努める。 

各主体がそれぞれの役割を果たすことにより、市民生活及び市民の社会経済活動の

安定を確保する。 

 

3-1  市民生活の安定の確保を対象とした対応 

3-1-1生活関連物資等の安定供給に関する市民等及び事業者への呼び掛け 

市は、市民等に対し、生活関連物資等の購入に当たっての消費者としての適切な

行動を呼び掛けるとともに、事業者に対しても、生活関連物資等の価格が高騰しな

いよう、また、買占め及び売惜しみを生じさせないよう要請する。 

 

3-1-2  心身への影響に関する施策 

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する

措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策（自殺対策、メンタルヘル

ス対策、孤独・孤立対策、高齢者のフレイル予防、子どもの発達・発育に関する影

響への対応等）を講ずる。 

 

3-1-3  生活支援を要する者への支援 

市は、高齢者、障害者等の要配慮者等に必要に応じ生活支援（見回り、介護、訪

問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等を行う。 

 



56 
 

3-1-4  教育及び学びの継続に関する支援 

市は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限やその他長期間の学

校の臨時休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学びの継続に関す

る取組等の必要な支援を行う。 

 

3-1-5  サービス水準に係る市民への周知 

市は、必要に応じて、市民等に対し、新型インフルエンザ等の感染拡大時にサー

ビス提供水準が相当程度低下する可能性があることについて周知し、理解を得るよ

う努める。 

 

3-1-6  生活関連物資等の価格の安定等 

① 市は、市民生活及び市民の社会経済活動の安定のために、物価の安定及び生活

関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が

高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をする

とともに、必要に応じ、関係業界団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止

等の要請を行う。 

② 市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、市民

への迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、市民からの相談窓

口・情報収集窓口の充実を図る。 

③ 市は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれが

あるときは、それぞれの行動計画に基づき、適切な措置を講ずる。 

④ 市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市民生活との関連性が高い物

資若しくは役務又は市民の社会経済活動上重要な物資若しくは役務の価格の高

騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、生活関連物資等の買占

め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和 48 年法律第 48 号）、国民

生活安定緊急措置法（昭和 48 年法律第 121 号）、物価統制令（昭和 21 年勅令第

118 号）その他の法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講ずる。 
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3-1-7  埋葬・火葬の特例等 

市は、初動期の対応を継続して行うとともに、必要に応じて以下の対応を行う。 

① 市は、県を通じて国からの要請を受けて、火葬場の経営者に可能な限り火葬炉

を稼働させる。 

② 市は、県を通じて国からの要請を受けて、死亡者が増加し、火葬能力の限界を

超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ち

に確保する。 

 

3-2  社会経済活動の安定の確保を対象とした対応 

3-2-1  事業継続に関する事業者への周知等 

市は、事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、事業所や職場にお

ける感染防止対策の実施を周知する。 

 

3-2-2  事業者に対する支援 

市は、国や県の方針を踏まえ、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等

のまん延の防止に関する措置による事業者の経営及び市民生活への影響を緩和し、

市民生活及び市民の社会経済活動の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支

援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を、公平性にも留意し、効果

的に講ずる。 

 

3-2-3  市民生活及び市民の社会経済活動の安定に関する措置 

市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市民生活及び市民の社会経済活

動の安定のため、以下の必要な措置を講ずる。 

①  ごみ収集・処理 

まん延時も一般廃棄物の収集・運搬・処理が適正にできるため必要な措置。 

②  安定した上下水道の供給 

まん延時でも上下水道施設を適正に稼働させて機能を維持するため、市職員及

び委託業者による運用体制を確立する。 
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3-3-2 市民生活・市民の社会経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援 

市は、各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん

延の防止に関する措置により生じた市民生活及び社会経済活動へのその他の影響

に対し、必要に応じた支援を行う。 

  



59 
 

用語集（五十音順） 
用語 内容 

患者 新型インフルエンザ等感染症の患者（新型インフルエンザ等感染症の疑似症

患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある

もの及び無症状病原体保有者を含む。）、指定感染症の患者又は新感染症の

所見がある者。 

患者等 患者及び感染したおそれのある者。 

感染者 市行動計画上では、新型インフルエンザ等の感染症にり患した者をいう。な

お、感染者には無症状者等り患したことに無自覚な者を含む。また、陽性者

とは、検査等を経て、り患したことが判明した者をいう。 

感染症危機 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエ

ンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及

び国民経済に重大な影響が及ぶ事態。 

感染症対策物資等 感染症法第 53 条の 16 第１項に規定する医薬品（薬機法第２条第１項に規定

する医薬品）、医療機器（同条第４項に規定する医療機器）、個人防護具（着

用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の

道具）、その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認め

られる物資及び資材。なお、その他の物資には、例えば消毒液等（医薬品で

ないもの）が含まれる。 

感染症有事 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症の発生の情報

を探知した段階から特措法第 21 条に規定する政府対策本部の廃止までをい

う。 

季節性インフルエン

ザ 

インフルエンザウイルスのうち抗原性が小さく変化しながら毎年国内で冬

季を中心に流行を引き起こすＡ型又はＡ型のような毎年の抗原変異が起こ

らないＢ型により引き起こされる呼吸器症状を主とした感染症。 

基本的対処方針 特措法第 18 条の規定に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の

方針を定めたもの。 

業務継続計画（BCP） 不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能

な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画。 

緊急事態宣言 特措法第 32 条第１項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言のこ

と。新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延に

より国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事

態が発生したと認めるときに、同項の規定に基づき、当該事態が発生した旨

及び緊急事態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示すること。 
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緊急事態措置 特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置のこと。

国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が

最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定

地方公共機関が特措法の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必

要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、多数

の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請すること等が含まれる。 

緊急物資 特措法第 54 条に規定する、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必

要な物資及び資材。 

国等 国及び JIHS。 

個人防護具 マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放

射性物質、その他の危険有害要因との接触による障害から個人を守るために

作成・考案された防護具。 

指定地方公共機関 特措法第２条第８号に規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社

会インフラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されている。 

指定地方公共機関等 指定地方公共機関及び特措法第２条第７号に規定する指定公共機関。 

重点区域 特措法第 31 条の６第１項の規定に基づき、まん延防止等重点措置を実施す

べき区域として公示した区域をいう。 

住民接種 特措法第 27 条の２の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国民の生命及

び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれ

ることのないようにするため緊急の必要があると認めるときに、対象者及び

期間を定め、予防接種法第６条第３項の規定に基づき実施する予防接種のこ

と。 

新型インフルエンザ

等 

感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症（感染症法第 14 条の報告に係るものに限る。）及び

感染症法第６条第９項に規定する新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそ

れのあるものに限る。）のこと。 

市行動計画においては、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性があ

る感染症について、その発生の情報を探知した段階より、本用語を用いる。 

新型インフルエンザ

等緊急事態 

特措法第 32 条に規定する新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国

的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又

は及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態。 

相談センター 新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等又は患者への濃厚接触

者であって、発熱・呼吸器症状等がある方からの相談に応じるための電話窓

口。 
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双方向のコミュニケ

ーション 

地方公共団体、医療機関、事業者等を含む市民等が適切に判断・行動するこ

とができるよう、市による一方向の情報提供だけでなく、多様な手段を活用

して情報の受取手の反応や関心を把握・共有して行うコミュニケーション。 

特定新型インフルエ

ンザ等対策 

特措法第２条第２号の２に規定する特定新型インフルエンザ等対策のこと。

地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新

型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして新

型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第１条に規定するもの。 

特定接種 特措法第 28 条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の

安定を確保するため、国が緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われ

る予防接種のこと。 

特定物資 特措法第 55 条に規定する緊急事態措置の実施に必要な物資（医薬品、食品

その他の政令で定める物資に限る。）であって生産、集荷、販売、配給、保

管又は輸送を業とする者が取り扱うもの。 

濃厚接触者 感染した人と近距離で接触したり、長時間接触したりして新型インフルエン

ザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者。 

パルスオキシメータ

ー 

皮膚を通した光の吸収値で酸素飽和度を測定する医療機器。 

フレイル 身体性脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性等の多面的な問

題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状

態を意味する。 

まん延防止等重点措

置 

特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措

置のこと。第 31 条の８第１項の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国

内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及

ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止

するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして

政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき、国が公示した期

間において、当該区域を管轄する都道府県が講ずる措置。例えば、措置を講

ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更

等を要請すること等が含まれる。 

無症状病原体保有者 感染症法第６条第 11 項に規定する感染症の病原体を保有している者であっ

て当該感染症の症状を呈していないもの。 

リスクコミュニケー

ション 

個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその

見方の共有を目指す活動であり、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意

思決定・行動変容・信頼構築等）のため、多様な関与者の相互作用等を重視

した概念。 
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PDCA Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）という一連のプ

ロセスを繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図る手法の一つ。 

５類感染症 感染症法第６条第６項に規定する感染症。新型コロナは、令和５年５月８日

に５類感染症に位置付けられた。 
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朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例 

 平成 25 年３月 29 日条例第 35 号 

 （目的） 

第１条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）

第 37 条において準用する法第 26 条の規定に基づき、朝霞市新型インフルエンザ等対策本部に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

  

（組織） 

第２条 新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。）は、新型インフルエンザ等対策本部の事

務を総括する。 

２ 新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、新型インフルエンザ

等対策本部の事務を整理する。 

３ 新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、新型インフルエンザ

等対策本部の事務に従事する。 

４ 新型インフルエンザ等対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができ

る。 

５ 前項の職員は、市職員のうちから、市長が任命する。 

  

（会議） 

第３条 本部長は、新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必

要に応じ、新型インフルエンザ等対策本部の会議（以下この条において「会議」という。）を招集する。 

２ 本部長は、法第 35 条第４項の規定に基づき、国の職員その他市職員以外の者を会議に出席させたと

きは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

  

（部） 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

  

（雑則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部長が定め

る。 

 附 則 

この条例は、法の施行の日から施行する。 
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朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱 

平成 21 年５月 22 日要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）及び朝霞市新型イ

ンフルエンザ等対策本部条例（平成 25 年朝霞市条例第 35 号）の規定に基づき設置する朝霞市新型イ

ンフルエンザ等対策本部（以下「対策本部」という。）に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等の

市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民の健康被害を最小限にとどめることを目的とする。 

 

（組織） 

第２条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、対策本部の事務を総括するほか、本部員を指揮監督する。 

３ 副本部長は、副市長及び教育長とし、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。 

４ 本部員は、市長公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長、会計管理者及

び朝霞消防署長とし、対策本部の事務に従事する。 

 

（会議） 

第３条 対策本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。 

２ 本部員が、会議に出席できないときは、職員を代理で出席させることができる。 

３ 本部長は、必要があるときは、市の関係職員を会議に出席させることができる。 

 

（所掌事務） 

第４条 対策本部は、新型インフルエンザ等の対策に関する市の施策に係る重要事項を決定し、必要な対

策を推進する。 

 

（対策委員会） 

第５条 対策本部の事務を補助し、市の新型インフルエンザ等対策を円滑に推進するため、対策本部の下

に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会（以下「対策委員会」という。）を設置する。 

２ 対策委員会の組織、所掌事務その他必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第６条 対策本部に関する庶務は、健康部健康づくり課及び危機管理室において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 21 年５月 22 日から施行する。 
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附 則（平成 22 年１月１日） 

この要綱は、平成 22 年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成 25 年８月１日） 

この要綱は、平成 25 年８月１日から施行する。 

 

附 則（平成 26 年４月１日） 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 30 年３月 28 日要綱第 38 号抄） 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱 

 平成 21 年１月 30 日要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）及び朝霞市新型イ

ンフルエンザ等対策本部条例（平成 25 年朝霞市条例第 35 号）の規定に基づき設置される朝霞市新

型インフルエンザ等対策本部の下に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会（以下「委員会」という。）を

設置し、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民生活の安心と安全を図

るよう総合的な対策を推進していくことを目的とする。 

  

（組織） 

第２条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。ただし、別表に掲げる職位

の職員が在籍しない部、局又は室があるときは、それぞれ別表に掲げる職位に最も近い職位の職員を

委員とする。 

２ 委員長は、健康部健康づくり課長をもって充て、会務を総理する。 

３ 副委員長は、危機管理室長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

  

（会議） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員及び識見を有する者を会議に出席させ、意見を求め

ることができる。 

４ 委員会は、会議、活動の経過等を必要に応じて市長に報告するものとする。 

  

（所掌事務） 

第４条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、市長の指示のもとこれを遂行する。 

(１) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び伝達に関すること。 

(２) 新型インフルエンザ等対策の実施に関する行動計画等の策定に関すること。 

(３) その他新型インフルエンザ等対策に関する必要な事項 

  

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、健康部健康づくり課及び危機管理室において処理する。 

  

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
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附 則 

この要綱は、平成 21 年１月 30 日から施行する。 

 

附 則（平成 22 年１月１日） 

この要綱は、平成 22 年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成 22 年 11 月１日） 

この要綱は、平成 22 年 11 月１日から施行する。 

 

附 則（平成 23 年８月１日） 

この要綱は、平成 23 年８月１日から施行する。 

 

附 則（平成 25 年８月１日） 

この要綱は、平成 25 年８月１日から施行する。 

 

附 則（平成 26 年４月１日） 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 26 年５月１日） 

この要綱は、平成 26 年５月１日から施行する。 

 

附 則（平成 30 年３月 28 日要綱第 38 号抄） 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月 25 日要綱第 38 号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会委員 

職務 職名 

委員長 健康部 健康づくり課長 

副委員長 危機管理室長 

委員 市長公室 課長級職員 

総務部 課長級職員 

市民環境部 課長級職員 

福祉部 課長級職員 

都市建設部 課長級職員 

上下水道部 課長級職員 

議会事務局 課長級職員 

学校教育部 課長級職員 

生涯学習部 課長級職員 

出納室 課長級職員 

選挙管理委員会事務局 課長級職員 

監査委員事務局 課長級職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①実施体制 ⑤保健

②情報収集･提供･共有,ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ⑥物資

③まん延防止 ⑦市民生活及び市民経済の安定の確保

④ワクチン

朝霞市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）　概要版　

1.概要 3.対策の基本項目

・新型インフルエンザ等の発生に備え、平時
から国、県と相互に連携し、情報の共有等を
行い連携体の構築を図る。
・新型インフルエンザ等の発生が確認された
場合には、関係部局間での情報共有を行い、
全庁的な対応を進める。
・また、市対策本部の設置の準備を進め、対
策の実施体制を強化する。

  発行年月：令和〇（〇〇〇〇）年〇月
 
  編集・発行：朝霞市健康部
　　　　　  　健康づくり課
  〒351-0011  朝霞市本町1-7-3
  TEL:048-423-4360、FAX:048-466-7522
   E-mail：kenko_zukuri@city.asaka.lg.jp

・平時から、感染症に関する基本的な情報及
び基本的な感染対策等の情報提供を行う。
・新型インフルエンザ等の発生が確認された
場合には、情報収集の上、得られた情報や対
策について迅速に情報提供する。
・市民への情報提供の際には、情報の受け手
である市民等との双方向のリスクコミュニ
ケーションを行うように努める。

・新型インフルエンザ等のまん延を防止する
ためには、市民一人ひとりの感染対策への協
力が必要であることから理解の促進を図る。
・新型インフルエンザ等の発生が確認された
場合には、市民に対し基本的な感染症対策に
係る要請を行うとともに、必要に応じて、事
業者や学校等に対し、営業時間の変更や、休
業の要請等を行う。

・国や県と連携し、国が定める接種順位に従
い予防接種を実施するための体制の構築を進
める。
・予防接種の予約受付体制を構築し、接種を
開始するとともに、市民に対して情報提供・
共有を行う。
・国が提供するワクチンの効果･副反応等の
情報について市民に情報提供･共有を行う。

・新型インフルエンザ等の発生時には、市民
の生命及び健康に被害が及ぶとともに、まん
延の防止に関する措置の実施により、市民生
活及び社会経済活動に大きな影響が及ぶ可能
性があることから、影響を緩和するため、必
要な支援及び対策を行う。

・新型インフルエンザ等の発生に備え、感染
症対策物資の備蓄を行う。
・インフルエンザ等緊急事態において、物資
が不足するときは、県と連携して近隣の自治
体等と物資の供給に関し相互に協力するよう
努める。

・新型インフルエンザ等の発生に備え、平時
から保健所等の関係機関と連携し、情報の共
有等を行い連携体制の構築を図る。
・新型インフルエンザ等が発生した際、県が
行う当該患者等への健康観察・生活支援に協
力する。
・有症状者等からの相談に対応する相談体制
を構築する。

2.対策の基本方針

新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、

また、その発生そのものを阻止することは不可能です。病原性が高くまん

延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、市民の生命及び健

康や市民生活及び市民経済にも大きな影響を与えかねません。新型インフ

ルエンザ等については、長期的には、市民の多くがり患するおそれがある

ものですが、患者の発生が一定の期間に偏ってしまった場合は、医療提供

のキャパシティを超えてしまうというこ

とを念頭に置きつつ、新型インフルエン

ザ等対策を市の重要な課題と位置付け、

次の２点を主たる目的として対策を講じ

ていく必要があります。

(１)感染拡大を可能な限り抑制し、

市民の生命及び健康を保護する。

(２)市民生活及び市民経済に及ぼす

影響が最小となるようにする。

＜対策の効果（概念図）＞

朝霞市インフルエンザ等対策行動計画（市行動計画）は、新型インフル

エンザ等対策特別措置法（特措法）に基づき、国が策定する新型インフル

エンザ等対策政府行動計画（政府行動計画）及び県が策定する埼玉県イン

フルエンザ等対策行動計画（県行動計画）を踏まえて策定するものです。

市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針

や市が実施する措置等を示しており、特定の感染症のみを前提とするので

はなく、新型インフルエンザや新型コロナ以外の新たな感染症等が流行す

る可能性をも想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、

様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものです。

このたび、新型コロナ対応を踏まえ、令和６年７月に政府行動計画が抜

本的に改定され、令和７年１月に県行動計画が改定されました。それにあ

わせて、新型コロナ対応における課題や知見を総括し、政府行動計画及び

県行動計画の改定も踏まえ、市行動計画を改定するものです。

資料２

mailto:kenko_zukuri@city.asaka.lg.jp


朝霞市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画（ 素案） に係る市民コ メ ント  実施結果 

 

結果概要 

１  内容 
新型コ ロナ対応における課題や知見を総括し 、 政府行動計画及び県行動計画の改定も 踏まえた、 朝霞市

イ ンフ ルエンザ等対策行動計画の素案がまと まっ たこ と から 、 市民に御意見を募集し まし た。  

２  募集期間 令和８ 年１ 月５ 日（ 月曜日） から 令和８ 年２ 月３ 日（ 火曜日） まで（ ３ ０ 日間）  

３  意見提出の対象者 

（ 1） 市内在住・ 在勤・ 在学の方 

（ 2） 市内に事務所・ 事業所を有する個人及び法人 

（ 3） こ の計画に利害関係を有する方 

４  公表し た資料 
（ 1） 朝霞市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画（ 素案）  

（ 2） 朝霞市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画（ 素案）【 概要版】  

５  意見提出者数 

  及び意見数 
０ 名、 ０ 件 

 

資料３ 



朝霞市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画（ 素案） に係る職員コ メ ント  実施結果 

 

１  結果概要 

１  内容 
新型コ ロナ対応における課題や知見を 総括し 、 政府行動計画及び県行動計画の改定も 踏まえた、 朝霞市イ ン

フ ルエンザ等対策行動計画の素案がまと まっ たこ と から 、 職員に御意見を 募集し まし た。  

２  募集期間 令和８ 年１ 月５ 日（ 月曜日） から 令和８ 年１ 月 1９ 日（ 月曜日） まで 

３  公表し た資料 
（ 1） 朝霞市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画（ 素案）  

（ 2） 朝霞市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画（ 素案）【 概要版】  

４  意見提出者数及び意見

数 
１ 名、 ２ 件 

 

２  提出さ れた意見等 

番号 見出し 等 意見等 市の考え・ 対応 修正 

１  
p. 1～2 

文字が重複 

「 対峙（ たいじ ）」 が 2 度同じ 文内で使用さ れてい

るが、 重複の可能性がある 。 1 つを「 感染症危機に

直面」 と し てはどう か。  

意見どおり に修正。  有 

２  

p. 1 

誤解・ 反発を招く

表現 

「 次なる感染症危機が将来必ず発生」と いう 表現が

断定的で、 不安を 煽る可能性がある 。「 次なる感染

症危機の可能性が高い」 に修正し てはどう か。  

意見どおり に修正。  有 

 

資料４ 


